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補助金を申請及び受給される皆様へ

一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）が取り扱う補助金は、公的な国庫補助金
を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、ＳＩＩとしても厳正に補
助金の執行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。

本事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）」、及
びＳＩＩが定める「系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業交付
規程（以下「交付規程」という。）」をよくご理解の上、また下記の点についても十分にご認識いただい
た上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わ
ないでください。

② 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、ＳＩＩとして、補助金の
受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む）に対して、不明瞭な点が確認された場合、補
助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から
取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。

③ ②の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、
受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）を加えた額をＳＩＩに返還し
ていただき、当該金額を国庫に返納します。また、ＳＩＩから新たな補助金等の交付を一定期間行わな
いこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。

④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第２９条から第３２条において、刑事罰等を科す
旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業の申請手
続きを行うこととしてください。

⑤ ＳＩＩから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補助金の
交付対象とはなりません。

⑥ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者
に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額１００万円未満のものを除く）
に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
を契約の相手方とすることは原則できません（補助事業の実施体制が何重であっても同様。）。

⑦ 補助金で取得、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）を、当該取得財産等の処分制
限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等についてＳＩＩの承認を受けなければなりませ
ん。また、その際補助金の返還が発生する場合があります。
なお、ＳＩＩは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
※処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）に定める年数）の期間をいう。（以下同じ）
※処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に

供することをいう。

⑧ 補助事業に係る資料（申請書類、ＳＩＩ発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類）は、補助事業
の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間いつでも閲覧に供せる
よう保存してください。

⑨ ＳＩＩは、交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をＳＩＩのホームページ等で公表するこ
とがあります。

一般社団法人 環境共創イニシアチブ
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１－１ 事業の目的

地域の分散型電源の活用の促進やレジリエンスの向上の観点から、分散型電源を活用した分散型エネル

ギーシステムの構築が重要である。そのため、一般送配電事業者（※１）に代わり、地域において配電網を運

営し、緊急時には地域の分散型電源を活用した「地域独立系統」を運営できる配電事業が電気事業法に位

置付けられ、2022年４月に施行された。この様な制度により、自治体や地元企業とIoTなどの技術を持つIT企

業等が連携し、災害時には特定区域の配電網を切り離して独立運用する取組の拡大が期待される。

本事業では、配電事業等の参入を見据え、災害時による長期停電時に一般送配電事業者等が運用する電

力系統から切り離した地域独立系統（以下「マイクログリッド」という。）を構築する事業者に支援を行うことで、

分散型エネルギーシステムの普及促進を図ることを目的とする。

※１ 北海道電力ネットワーク（株）、東北電力ネットワーク（株） 、東京電力パワーグリッド（株） 、中部電力パ

ワーグリッド（株） 、北陸電力送配電（株） 、関西電力送配電（株）、中国電力ネットワーク（株） 、四国電

力送配電（株）、九州電力送配電（株）、沖縄電力（株）の１０事業者が該当。

１－２ 事業名称

令和５年度 系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金

（配電事業等の参入を見据えた地域独立系統構築支援事業）

１－３ 事業規模

約４億円
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１－４ 補助対象となる事業

日本国内において、配電事業等の参入を見据えてマイクログリッドの構築を図る事業であり、下記（１）～（１

０）の要件を全て満たす事業を補助対象事業（以下「補助事業」という。）とする。

（１） 配電事業等の参入を見据えて、災害等による長期停電時に発動可能なマイクログリッドを構築すること。
ただし、将来における当該マイクログリッド構築範囲を含む配電事業等への参入を必須とするものではな
い。
※本事業において、マイクログリッドを構築することで、配電事業の認可が取得できるものではない。

（２） 配電事業に係る兼業規制の適用除外基準に該当する事業規模であること。（※１）
※配電事業を行う想定の供給区域の需要家軒数の合計が5万軒未満であること。
※配電事業を行う想定の供給区域が、本土の電線路と電気的に接続されていない離島等。
※詳細は、「分散型エネルギーシステムへの新規参入のための手引き（令和３年12月）」を参照すること。

（３） 原則、下記①～③の全ての設備の活用を含むマイクログリッドであること。（※２）

① 再生可能エネルギー発電設備（※３） （※４）

② 需給調整設備（※５）

③ エネルギーマネジメント設備

（４） 系統線の活用が含まれるマイクログリッドであること。（※６）

（５） 平常時から需給バランスのモニタリング等を行うこと。

（６）災害等による長期停電時には、マイクログリッド運用者が需給の調整を行う仕組みを有すること。

（７） マイクログリッドをおこなう地域の地方公共団体（※７）が指定する防災に資する施設を含むこと。

（８） 以下①～④を含む共同事業体（以下、「コンソーシアム」という。）（※８）にて運用されるマイクログリッドで

あること。

① 地方公共団体

② マイクログリッドにおいて活用する設備（補助対象設備以外を含む）を所有・活用する事業者

③ マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者

④ その他、マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者

（９） コンソーシアム契約（案）には、以下①～⑤を含むこと。

① 当該マイクログリッドの構築範囲（地方公共団体が指定する防災に資する施設を含む）

② コンソーシアム各者の体制及び役割

③ 地方公共団体が示す防災上の位置付け

④ マイクログリッドの発動条件

⑤ マイクログリッドの発動から切り戻しに関する手順

（１０） マイクログリッドの構築完了後１年以内に、災害等による長期停電時を想定した災害対応訓練（設備点

検及び電力供給手順の確認を含む）を実施できるマイクログリッドであること。
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※１ 所有者の異なる建築物が複数存在する地域。

※２ 既設設備の場合、本補助事業により取得した補助対象設備と共に善良な管理者の注意をもって管理、  

メンテナンスを行い、マイクログリッドの運用を行うこと。

※３ 下記①～⑤のいずれか又は複数の再生可能エネルギー発電設備であること。

① 太陽光発電設備

② 風力発電設備

③ バイオマス発電設備

④ 水力発電設備

⑤ 地熱発電設備

※４ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）に

基づく設備認定を受けた設備（以下、「ＦＩＴ・ＦＩＰ認定設備」という。）の場合、当該マイクログリッド内で活

用される設備であること。但しその場合、当該再生可能エネルギー発電設備に係る経費は補助対象外と

する。

※５ 下記の①～④のいずれか又は複数の需給調整設備であること。

ただし、再生可能エネルギー発電設備が需給調整設備を兼ねる場合は導入を必須としない。

① 蓄電システム

② 業務用・産業用Ｖ２Ｈ充放電設備

③ 発電設備

④ その他、需給調整設備としてＳＩＩが認める設備

※６ 災害等による長期停電時に構成されるマイクログリッドは電力自営線を含むことを制限するものではない

が、系統線を活用せず電力自営線のみで構築されるマイクログリッドは対象外とする。

※７ 地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都道府県及び市町村）及び特別地方公共団体

のうち特別区。

※８ 当該マイクログリッドの運用を行うために必要な内容を定めた契約等により結成される共同体や任意団

体等。なお、コンソーシアムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。
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１－５ 補助対象事業者

補助事業で定めるコンソーシアムの所属者のうち、下記①～⑥の要件をすべて満たす事業者を本補助事

業における補助対象事業者（以下、「補助事業者」という。）とする。

① 日本国内において事業活動を営んでいる法人又は個人事業主であること。

※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告

決算書の写しが提出できること。

② 本補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。

※ リースや賃貸借又はエネルギーマネジメントサービス事業により、補助対象設備の所有者と使用者

が異なる場合は、設備所有者と設備使用者が共同で申請を行うこと。

⇒詳細はＰ.１４「補足② リース等の利用について」を参照のこと。

※ 補助対象設備の所有者が複数存在する補助事業の場合、事前にＳＩＩに相談の上、申請を進めること。

③ 本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。

※ 特別目的会社（ＳＰＣ）の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約

書の提出が必要。

④ 本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目

的に従い、当該マイクログリッドの運用のために必要な設備の活用を行う者であること。

⑤ 本補助事業により導入した設備の使用状況等についての報告を求めた際、それに対応できる者である

こと。

⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 

※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。

なお、申請にあたっては、上記の補助事業者と事業実施場所の地方公共団体（資金拠出は必須としない）の
共同で申請を行うこと。
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１－６ 補助対象設備

下記の表に定める要件を満たす設備を補助対象設備とする。

なお、導入される設備は、地震及び台風等による災害時にも破損等による使用不能な事態とならないよう、

最大限の対策を講じること。

再生可能
エネルギー
発電設備

・太陽光発電設備
・風力発電設備
・バイオマス発電設備
・水力発電設備
・地熱発電設備

■ ＦＩＴ・ＦＩＰ認定されない設備であること。
※ ＦＩＴ・ＦＩＰ認定設備又は認定取得見込みの場合、補助対象

外とする。

■ 当該マイクログリッドへ電力を供給する設備であること。

■ 各種法令等に準拠した設備であること。

■ バイオマスコージェネレーション設備の場合、熱利用設備専
用部分も補助対象とする。
※ 発電設備がＦＩＴ・ＦＩＰ認定された設備である場合、発電

設備と 熱利用設備の共通利用設備の補助対象経費は
設備能力比率で按分すること。

■ 当該マイクログリッドの発動に必要不可欠なものに限る。

■ バイオマス発電設備の場合、バイオマス依存率が６０％以
上であること。

※ バイオマス依存率の計算方法は以下のとおり。

エネルギーマネジメント（EMS）設備

■ エネルギーマネジメントに必要なハードウェア等の設備。
当該マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需
給調整の制御に必要不可欠な本体機器、計測装置、監視
制御装置、通信装置、ゲートウェイ、モニター装置等。

■ エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等。
当該マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需
給調整の制御に必要不可欠な、最適化計算、制御を行うプ
ログラム等。

■ 当該マイクログリッドの発動に必要不可欠なものに限る。

バイオマス（燃料）の発熱量の総和
×１００

バイオマス発熱量の総和+非バイオマス発熱量の総和

Σ（An×Bn）
  n=1,2,3・・・

×１００
Σ（An×Bn）+Σ（Cm×Dm）
n=1,2,3・・・         m=1,2,3・・・

※副燃料として化石燃料（石油、石炭等）を常時使用することを前提とするもの
は対象としない。

常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップ
や急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該
当しない。

Ａ：バイオマス利用量（ｋｇ／ｈ）  Ｂ：バイオマス低位発熱量（ＭＪ／ｋｇ）
Ｃ：非バイオマス利用量（ｋｇ／ｈ） Ｄ：非バイオマス低位発熱量（ＭＪ／ｋｇ）
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需給調
整設備

蓄電シス
テム

■ 当該マイクログリッド内への需給調整ができる蓄電システムであること。
※ 無停電電源装置（ＵＰＳ）専用設備は補助対象外とする。

■ 当該マイクログリッドの発動に必要不可欠なものに限る。
※ 再生可能エネルギーの発電出力と蓄電システムの発電出力等の比率は問わな

い。

■ 各種法令等に準拠した設備であること。

■ 採用予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含
め、国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の
適切性が確保されていること。

■ 蓄電システム設備費と工事費の合計が、目標価格以下であること。
2023年度 業務用・産業用蓄電システム目標価格
（設備費+工事費・据付費） 16万円／kWh

※ 目標価格に含まれる工事費・据付費についてはP.11を参照

■ 家庭用蓄電システムは、EMS等により調整力として一括制御できる設備であって、
蓄電システムの設備費と工事費の合計が、目標価格以下であること。
2023年度 家庭用蓄電システム目標価格
（設備費+工事費・据付費）14.1万円／kWh
かつ、令和４年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業）のうちZEH支援事業の補助対象
となる蓄電システムとして、蓄電システム登録済製品一覧
（https://sii.or.jp/zeh/battery/search）に登録された型式のものであること。

  又はマイクログリッド発動のための設備として個別にSIIに認められた設備である
こと。

※ 上記事業の令和４年度における後継事業において新たに交付対象として承認
された型式一覧が公開された場合、以後最新の型式一覧を引用する。

■ 業務用・産業用蓄電システム、家庭用蓄電システム共に再生可能エネルギー発
電設備の電力変換装置と一体型の場合は、蓄電システムに係る部分のみを切り
分けること。切り分けられない場合は、目標価格との比較において当該電力変換
装置の定格出力（系統側）１kWあたり2万円を控除することができる。（定格出力
の小数点第二位以下は切り捨て）

業務用・
産業用Ｖ
２Ｈ充放
電設備

◼ 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)に、令和４年度「クリーンエネル
ギー自動車導入事業費補助金」の交付対象のうちＶ２Ｈ充放電設備として承認
された型式のものであること。（http://www.cev-pc.or.jp/）又はマイクログリッド発動
のための設備として個別にSIIに認められた設備であること。

※  上記事業の令和５年度における後継事業において新たに交付対象として承認
された型式一覧が公開された場合、以後最新の型式一覧を引用する。

◼ 住宅（事業用途で使用している場合を除く）以外に設置される設備であること。

◼ 各種法令等に準拠した設備であること。

9
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受変電設備
■ 各種法令等に準拠した設備であること。

■ 当該マイクログリッドの発動に必要不可欠なものに限る。

保安・遮断
設備

事故検知設備

■ 当該マイクログリッド内の地絡等の事故を検知できる設備であるこ
と。

■ 各種法令等に準拠した設備であること。

遮断設備

■ 当該マイクログリッドの発動に必要な設備及びグリッド内送電時の
緊急遮断を行う設備に限る。

■ 各種法令等に準拠した設備であること。

その他
■ その他、表に記載された設備以外で、当該マイクログリッド発動に

必要な設備としてＳＩＩが認める設備。

需給調整設
備

発電設備

※ガス、軽油、重油
 や燃料電池を

 使用するもの

■ 当該マイクログリッド発動時における調整力として活用するもので
あること。
※ 再生可能エネルギーの発電出力と発電設備の発電出力等の

比率は問わない。

■ コージェネレーションシステムの場合、熱利用設備専用部分も補
助対象とする。

■ 各種法令等に準拠した設備であること。

【発電設備に附帯する燃料タンク等（※）の扱い】
■ 当該マイクログリッド運用における調整力として活用する燃料を貯

蔵するものに限る。

■ 燃料は補助対象外とする。

■ 各種法令等に準拠した設備であること。

※需給調整設備に用いるガス、軽油、重油等を貯蔵するタンク、バ
ルク等の設備。

その他
■ その他、表に記載された設備以外で、マイクログリッドの発動時に

おける調整力を提供する設備としてＳＩＩが認める設備。
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【蓄電システムの目標価格算定のための工事費・据付費について】
マイクログリッド構築事業で導入する蓄電システムの目標価格に含まれる工事費・据付費については、
以下の項目とする。
※ただし、クレーンなどの重機費用を除く
 ・基礎工事
 ・搬入費
 ・据付費
 ・電気工事費
 ・試運転調整費
 ・現場管理費 

 ・屋外設置用コンテナ/シェルターの設置に要する工事（基礎工事、搬入費、据付工事）

1.事業概要
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１－７ 補助対象経費

補助対象経費は、以下の通りとする。
⇒Ｐ.１５「補足③ 補助対象範囲の例」も合わせて参照のこと。

区分 内容 備考

設計費 マイクログリッドの

構築に必要な機

械装置等の設計

費

■ 実施設計に要する費用。

基本設計に基づいて作成された詳細な設計作業や、それに伴う必要不可欠なシ

ミュレーション等に要する費用。

※ 基本設計費は補助対象外とする。

■ マイクログリッド発動時に必要不可欠なシミュレーションや試験等に要する費用 等

設備費 マイクログリッドの

構築に必要な設

備の購入・製造

等に要する必要

最低限の経費

■ 機械装置、電気制御装置及びこれらに附帯する 設備の購入、製造、輸送、保管

に要する費用。

■ 増設又はリプレースについては、新設の場合と同様に補助対象とする。本事業に

不可欠な既存設備の改造も補助対象とする。

＜補助対象外の例＞

・土地の取得及び賃借料（リース代）

・建屋

・中古品の導入

・予備品

工事費 マイクログリッドの

構築に必要な工

事に要する必要

最低限の経費

■ 機械装置、電気制御装置及びこれらに附帯する設備設置に要する費用。

■ 当該マイクログリッドの発動に必要な電力線（電力自営線を含む）及び熱供給配管

の設置に要する費用。

※ 熱供給配管は熱需要先までとし、ファンコイル等は補助対象外とする。

■ 機械基礎については、必要最低限の工事のみを補助対象とする。

■ 土地造成、整地及びフェンス工事は補助対象外とするが、法令で定められている

必要不可欠な工事は補助対象とする。

人件費 マイクログリッドの

構築に伴う打合

せ等に要する人

件費

■ 実施設計に要する直接人件費（消費税が発生しない人件費） 

基本設計に基づいて作成された詳細な設計作業に係る人件費

※ 基本設計に係る人件費は補助対象外とする。

■ 実施設計に要する一般送配電事業者との協議に係る直接人件費（消費税が発生

しない人件費）

マイクログリッド発動時に必要不可欠な保護協調及び電力品質に係る打ち合わせ

等に要する人件費

※ 健保等級単価による精算に限る。 Ｐ．１８「補足⑤ 令和５年度健保等級単価」も

あわせて参照のこと。 

※ 実績報告書の作成や経理処理、従事日誌の作成等の管理業務に係る時間は

対象外とする。 

■ ２０２４年１月３１日までに従事した人件費に限る。
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１－８ 申請単位

１申請あたりの申請単位：本補助事業にて構築するマイクログリッド単位。

※同一区域内において非常時での電力供給範囲が異なるマイクログリッド構築を行う事業の場合、

 事前にＳＩＩに相談すること。

１－９ 複数年度事業

補助対象期間は原則単年度事業を対象とするが、事業工程上単年度では事業完了が不可能であると確認 

できる事業について、最大２年までの事業を複数年度事業として申請することができる。 

⇒詳細はＰ．１４ 「補足① 複数年度事業について」を参照のこと。 

１－１０ 補助率

補助率は、補助対象経費の１／２以内とする。

１－１１ 補助金上限額

補助上限額は、下記の通りとする。

・1申請あたりの補助上限額：４億円

※複数年度事業の場合は、単年度ごとの上限を４億円とする。 

※ 補助対象経費の留意点

・消費税は補助対象外とする。

・金融機関に対する振込手数料は、補助対象外とする。ただし、振込手数料を取引先が負担しており、取引

価格の内数になっている場合は補助対象として計上することができる。

・自社での調達がある場合は、利益相当分を補助対象経費から排除すること。

⇒詳細はＰ．１７「補足④ 利益等排除について」を参照のこと。

・補助対象経費に、当該補助金以外に国からの補助金等（補助金適正化法第２条第１項に規定する補助金

等をいう。）を含めないこと（ただし、法令等の規定により、補助対象経費に充当することが認められているこ

とが証明できるものを除く）。

なお、蓄電システム及びＶ２Ｈ充放電設備については、下記の通りとする。

区分 費用区分
補助金上限額

（条件※1を全て満た
す場合）

補助金上限額
(条件※1を一つでも満

たさない場合)

家庭用蓄電システム

設備費

工事費

7.0万円/kWh

初期実効容量※2

6.5万円/kWh

初期実効容量

業務用・産業用蓄電システム
8.0万円/kWh

蓄電容量

7.5万円/kWh

蓄電容量

業務用・産業用Ｖ２Ｈ充放電設備 200万円/台
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１－１２ 補助事業期間

補助事業の開始日と完了日については、下記の通りとする。

・補助事業開始日

補助事業の開始日は、ＳＩＩが補助事業の交付を決定した日（交付決定日）以降とする。

※ 補助対象経費に係る発注は、交付決定日以降に実施すること。

※ 原則として３者見積・競争入札によって、相手先を決定すること。３者見積・競争入札は公募開始か

ら交付決定前の実施も可とする。

・補助事業完了日

補助事業の完了日は、下記①～⑥を全て完了させた日とする。

①コンソーシアムの契約締結完了（複数年度事業の場合、原則初年度で契約締結が必要）。 

②補助対象設備の設置工事完了。

③マイクログリッド全体の試運転完了（解列点は必ずしも開放しなくて良い）。

④補助対象経費に係る検収完了。

⑤補助対象経費の全額支出完了。

⑥マイクログリッドの構築完了（マイクログリッドの運用が可能な状態であること）。

※ 複数年度事業の場合、完了年度にマイクログリッドの構築を完了すること。

１－１３ 公募期間

公募期間  ：２０２３年５月８日（月）～ ２０２３年７月１４日（金） １２：００ 必着

交付申請は、上記公募期間において随時受付を行う。また公募期間中に締切を２回設け、各締切毎に審

査及び交付決定を行う予定。

・１次締切：２０２３年５月３１日（水） １２：００必着  交付決定予定日：６月下旬

・２次締切：２０２３年７月１４日（金） １２：００必着  交付決定予定日：８月下旬

※交付申請の受付状況により、交付決定日が変更になる場合がある。

※申請書類は、配送状況が確認できる手段で送付すること（直接、持ち込みは不可）。

※公募期間中に概ね予算額に達した場合は、公募期間中であっても公募を締め切ることがある。

※１ 蓄電システムの補助上限額の条件について

①レジリエンス

故障や自然災害など有事の際のレジリエンス確保の観点から(a)(b)共に満たしている場合。

（a）蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられている。

（b）蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品

（電池セル等）を迅速に供給できる拠点が整えられている。

②廃棄物処理法上の広域認定の取得

採用予定の蓄電システムの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物処理法上の広域認定にお

いて蓄電池関連製品での認定を取得している。

※２ 初期実効容量は、ＪＥＭ規格で定義された初期実効容量の内、計算値と計測値の何れか低い方を適

用する。
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• 複数年度事業であっても、各年度の交付決定は当該年度に要する事業に対するものであり、次年度以

降の補助金交付を保証するものではない。従って、複数年度事業については、年度毎に補助金交付申

請を行う必要がある。（複数年度で０円の年度がある事業は認められない。）

この場合、次年度以降の補助金額は、原則として当該事業が採択された事業開始年度において申請し

た補助金額を上限とする。また、補助率は原則採択時の補助率を次年度以降も採用する。

なお、予算上やむをえない場合には交付決定額について減額等を行う場合があることに留意すること。

• 複数年度事業についても、原則として次年度以降の事業は、各年度の交付決定日以降に開始すること。

また、各年度の事業完了日から次年度の交付決定日までは事業を実施しないこと。

• 年度毎の実績（設計図書、対象設備、対象工事等の成果）に対して、各年度の事業完了時点で支払い

実績があるものを補助対象とする。

• 複数年度事業において途中の年度で事業を取りやめた場合（事業廃止）は、原則として既に交付した過

年度分の補助金の返還が必要になることに留意すること。

• 複数年度事業の次年度以降の事業計画を変更する場合は、あらかじめ事業開始前にＳＩＩに報告し、ＳＩＩ

の指示に従うこと。

補足① 複数年度事業について

補助対象設備の所有権者と、その設備の使用者が異なる場合

（リース等を利用する場合）

• リースを利用する場合は、所有権者であるリース事業者等と、補助対象設備の使用者との共同申請を行

うこと。

• リース事業者等は、Ｐ．７【１－５ 補助対象事業者】の要件を満たす者であること。

• リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類（補助金の有無で各々、リース料の基

本金額、資金コスト（調達金利根拠）、手数料、保険料、税金等を明示）を提示すること。

• 補助対象となる設備は、処分制限期間（法定耐用年数）の間使用すること。

なお、処分制限期間内に財産処分を行う時は、事前にＳＩＩの承認を受けること。

※ 詳細はＰ．２３【２－１２ 取得財産等の管理等について】を参照のこと。

補足② リース等の利用について
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補足③ 補助対象範囲の例
・下記に示す図はあくまで例であり、系統線の活用許可等を保証するものではないことに留意すること。
・マイクログリッドの構築において、必要に応じて当該地域の一般送配電事業者との個別の協議を了すること。

〇〇市役所

地方公共団体

地方公共団体が指定する防災に資する施設

ビル・一般住宅等

メガソーラー（ＦＩＴ売電）
※補助対象外

太陽光発電設備（既設・非FIT）
※補助対象外

蓄電システム
（新設）

太陽光発電設備
（新設・非ＦＩＴ）

蓄電システム
（新設）

ガスコジェネ
（新設）

エネルギー
マネジメント設備

（新設）

平常時から
需給バランスを把握

発電機
（新設）

風力発電設備（既設・非FIT）
※補助対象外

平常時の電力の流れ

補助対象設備の例

系統線

災害等による大規模
停電時の電力の流れ

燃料タンク
（新設）

①再エネ設備等の電力をエリア内で面的利用する例

災害等による
大規模停電時
に解列

災害等による大規模停電時には
需給調整を行う
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〇〇市役所

地方公共団体

地方公共団体が指定する防災に資する施設

メガソーラー（ＦＩＴ売電）
※補助対象外

蓄電システム
（新設）

バイオマス発電設備
（新設・非FIT）

エネルギー
マネジメント設備

（新設）

平常時から
需給バランスを把握

風力発電設備（既設・非FIT）
※補助対象外

②再エネ設備等の電力を特定施設で利用する例

災害等による
大規模停電時には
需給調整を行う

災害等による
大規模停電時に解列

〇〇町役場
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補足④ 利益等排除について

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費がある場合、

補助対象経費の実績額の中に補助事業者の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくな

いと考えられる。 このため、補助事業者自身での調達等を行う場合は、原価（当該調達品の製造原価な

ど※）をもって補助対象経費に計上すること。

※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明を

   もって原価として認める場合がある。 
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補足⑤ 令和５年度健保等級単価

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/R5kenpo.pdf

健保等級適用者 労務費単価(円／時間)
健保等級適用者以外
（年俸制・月給制） 労務費単価

(円／時間）
等級 報酬月額

報酬月額 Ａ．賞与なし、
年４回以上

Ｂ．賞与
１回～３回

月給範囲額

以上 ～ 未満 以上 ～ 未満

1 58,000 ～ 63,000 350 470 ～ 83,790 470

2 68,000 63,000 ～ 73,000 410 550 83,790 ～ 97,090 550

3 78,000 73,000 ～ 83,000 480 630 97,090 ～ 110,390 630

4 88,000 83,000 ～ 93,000 540 720 110,390 ～ 123,690 720

5 98,000 93,000 ～ 101,000 600 800 123,690 ～ 134,330 800

6 104,000 101,000 ～ 107,000 640 850 134,330 ～ 142,310 850

7 110,000 107,000 ～ 114,000 670 900 142,310 ～ 151,620 900

8 118,000 114,000 ～ 122,000 720 960 151,620 ～ 162,260 960

9 126,000 122,000 ～ 130,000 770 1,030 162,260 ～ 172,900 1,030

10 134,000 130,000 ～ 138,000 820 1,090 172,900 ～ 183,540 1,090

11 142,000 138,000 ～ 146,000 870 1,160 183,540 ～ 194,180 1,160

12 150,000 146,000 ～ 155,000 920 1,220 194,180 ～ 206,150 1,220

13 160,000 155,000 ～ 165,000 980 1,310 206,150 ～ 219,450 1,310

14 170,000 165,000 ～ 175,000 1,040 1,390 219,450 ～ 232,750 1,390

15 180,000 175,000 ～ 185,000 1,100 1,470 232,750 ～ 246,050 1,470

16 190,000 185,000 ～ 195,000 1,170 1,550 246,050 ～ 259,350 1,550

17 200,000 195,000 ～ 210,000 1,230 1,630 259,350 ～ 279,300 1,630

18 220,000 210,000 ～ 230,000 1,350 1,800 279,300 ～ 305,900 1,800

19 240,000 230,000 ～ 250,000 1,470 1,960 305,900 ～ 332,500 1,960

20 260,000 250,000 ～ 270,000 1,600 2,130 332,500 ～ 359,100 2,130

21 280,000 270,000 ～ 290,000 1,720 2,290 359,100 ～ 385,700 2,290

22 300,000 290,000 ～ 310,000 1,840 2,450 385,700 ～ 412,300 2,450

23 320,000 310,000 ～ 330,000 1,970 2,620 412,300 ～ 438,900 2,620

24 340,000 330,000 ～ 350,000 2,090 2,780 438,900 ～ 465,500 2,780

25 360,000 350,000 ～ 370,000 2,210 2,950 465,500 ～ 492,100 2,950

26 380,000 370,000 ～ 395,000 2,340 3,110 492,100 ～ 525,350 3,110

27 410,000 395,000 ～ 425,000 2,520 3,350 525,350 ～ 565,250 3,350

28 440,000 425,000 ～ 455,000 2,710 3,600 565,250 ～ 605,150 3,600

29 470,000 455,000 ～ 485,000 2,890 3,850 605,150 ～ 645,050 3,850

30 500,000 485,000 ～ 515,000 3,080 4,090 645,050 ～ 684,950 4,090

31 530,000 515,000 ～ 545,000 3,260 4,340 684,950 ～ 724,850 4,340

32 560,000 545,000 ～ 575,000 3,450 4,580 724,850 ～ 764,750 4,580

33 590,000 575,000 ～ 605,000 3,630 4,830 764,750 ～ 804,650 4,830

34 620,000 605,000 ～ 635,000 3,820 5,080 804,650 ～ 844,550 5,080

35 650,000 635,000 ～ 665,000 4,000 5,320 844,550 ～ 884,450 5,320

36 680,000 665,000 ～ 695,000 4,180 5,570 884,450 ～ 924,350 5,570

37 710,000 695,000 ～ 730,000 4,370 5,810 924,350 ～ 970,900 5,810

38 750,000 730,000 ～ 770,000 4,620 6,140 970,900 ～ 1,024,100 6,140

39 790,000 770,000 ～ 810,000 4,860 6,470 1,024,100 ～ 1,077,300 6,470

40 830,000 810,000 ～ 855,000 5,110 6,800 1,077,300 ～ 1,137,150 6,800

41 880,000 855,000 ～ 905,000 5,420 7,210 1,137,150 ～ 1,203,650 7,210

42 930,000 905,000 ～ 955,000 5,730 7,620 1,203,650 ～ 1,270,150 7,620

43 980,000 955,000 ～ 1,005,000 6,030 8,030 1,270,150 ～ 1,336,650 8,030

44 1,030,000 1,005,000 ～ 1,055,000 6,340 8,440 1,336,650 ～ 1,403,150 8,440

45 1,090,000 1,055,000 ～ 1,115,000 6,710 8,930 1,403,150 ～ 1,482,950 8,930

46 1,150,000 1,115,000 ～ 1,175,000 7,080 9,420 1,482,950 ～ 1,562,750 9,420

47 1,210,000 1,175,000 ～ 1,235,000 7,450 9,910 1,562,750 ～ 1,642,550 9,910

48 1,270,000 1,235,000 ～ 1,295,000 7,820 10,400 1,642,550 ～ 1,722,350 10,400

49 1,330,000 1,295,000 ～ 1,355,000 8,190 10,890 1,722,350 ～ 1,802,150 10,890

50 1,390,000 1,355,000 ～ 8,560 11,390 1,802,150 ～ 11,390
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２－１ スケジュール

予定
一般送配電

事業者
地方公共団

体

補助事業者
ＳＩＩ

事
業
計
画

交
付
申
請
～
交
付
決
定

●公募期間
２０２３年５月８日

～２０２３年７月１４日
１次締切：５月３１日
２次締切：７月１４日

●審査

●交付決定
（審査状況や不備等により前後）
１次締切：６月下旬
２次締切：８月下旬

補
助
事
業
開
始
～
補
助
金
交
付

●補助事業開始
 （交付決定日以降）

●事業完了
 （申請時の事業完了

 予定日）

●精算払請求
●補助金の支払い

 （～２０２４年３月３１日まで）

取
得
財
産
等
の
管
理
等

●補助金の支払い以降

事業計画検討相談対応

事業計画策定（コンソーシアム契約案策定）

交付申請書の作成・提出

申請内容の審査

交付決定通知書発行

審査委員会

交付申請書の受領

交付決定通知書受領

導入設備
仕様等検討

補助事業開始
（交付決定日以降）

業者選定及び発注

補助対象設備導入工事等

補助事業完了

実績報告書の作成・提出
(事業完了から３０日以内又は

 ２０２４年２月２８日のいずれか早い方)

確定検査実施
（書類審査及び
現地調査実施）

精算払請求 補助金の支払い

実績報告書の受領

確定通知書発行確定通知書受領

コンソーシアム契約締結

中間検査

取得財産等の管理

（財産処分事由
発生）財産処分
承認申請書作

成・提出

財産処分承認書
発行

受領
財産処分実施

災害等による大規模停電時におけるマイクログリッドの
運用

地域住民へ
の周知活動

災害等による
大規模停電時

対応

上位系統
の切り離し

需給バランス
調整

コンソーシアム各社との連携

災害対応訓練の実施

一般送配電事業者及び地方公共団体
が補助事業者になるケースも有り

平常時における需給バランスのモニタリング等による潮流の把握・
地域再エネの有効活用

マイクログリッドの構築完了①コンソーシアムの契約締結完了
（複数年度事業の場合、原則初年度で契約締結が必要）
②補助対象設備の設置工事完了
③マイクログリッド全体の試運転
（解列点は必ずしも開放しなくて良い）
④補助対象経費に係る検収完了
⑤補助対象経費の全額支出完了
⑥マイクログリッドの構築完了
（マイクログリッドの運用が可能な状態であること）
※複数年度事業の場合、完了年度にマイクログリッドの構築を完了すること。
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２－２ 交付の申請について

申請者は、gBizIDプライムアカウントをgBizIDのWebサイト（https://gbiz-id.go.jp/top/index.html ）にて登録

すること。当該アカウントまたは当該アカウントに紐づくメンバーアカウントを用いてjGrants

（ https://www.jgrants-portal.go.jp/ ）にログインし、必要事項を入力して申請すること。ＳＩＩのホームページか

らダウンロードした申請書に必要事項をすべて入力したうえで、 jGrantsの申請を行うこと。

※ jGrantsに入力する内容は申請書の内容と必ず一致させること。一致していない場合、不備として申請を受

  理しない場合がある。

申請者は、jGrantsの申請と並行し、申請書類一式の２冊の冊子作成の上、１冊をＳＩＩに提出し、もう１冊は申

請者にて保管しておくこと（作成の流れは、Ｐ．３０【４－２ 申請の流れ】を参照）。

なお、審査にあたって別途資料の提出を依頼することがある。また、代理・代行申請は受け付けない。

必ず申請者自身で申請を行うこと。

※ 申請書提出後に代表者の変更、事業者住所の変更等があった場合、変更内容についてＳＩＩに報告し、

指示に従うこと（ＳＩＩへの連絡先は、Ｐ．３４を参照）。

２－３ 審査及び交付の決定について

ＳＩＩは補助金交付申請書に記載された事業内容等について、申請者に対しヒアリングを行い、交付要件等

の審査を行った後、外部有識者による審査委員会の結果を踏まえ採択者を決定する。

ＳＩＩは、交付規程に従って交付決定通知書により採択された補助事業者に通知する。

（ＳＩＩからの連絡は、全て実施計画書記載の「担当者連絡先１」に行う。）

※ＳＩＩは審査の際、一般送配電事業者への確認のため、国又はＳＩＩが必要な情報を当該一般送配電事業者

に提供を行う場合がある。なお、情報の提供については交付申請書の提出をもって同意したものとする。

※ＳＩＩは必要に応じて、経済産業省に相談の上、審査を行う。その際、ＳＩＩにおいて判断が困難な申請があっ

た場合には、申請者に対して経済産業省から個別に連絡やヒアリングが行われる場合がある。

※ 交付決定通知書に記載の金額は、補助事業者に対して実際に交付する補助金の額では無い。

補助事業完了後、補助事業者から実績報告書の提出を受けた後にＳＩＩが実施する「確定検査」において

補助金額を確定する。

※交付決定通知書の再発行は行わないため、補助事業者自身で細心の注意を払って管理すること。         

補助事業者が保管する 「交付申請書 冊子」に綴じ、いつでも閲覧ができるようにすること。 

２－４ 採択結果の公表について

ＳＩＩは、補助金の交付決定後に、採択件数及び採択された事業に関する情報（補助事業者名、補助事業の

名称、実施場所（都道府県、市区町村）、事業概要等）をＳＩＩホームページで公表する。

なお、交付決定等に関する情報は、gBiz INFOにおいてオープンデータとして原則公表される。

※ 「gBiz INFO」Webサイト：https://info.gbiz.go.jp/
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２－５ 採択事業者への連絡について

ＳＩＩは、交付決定日以降の事業実施方法及び実績報告提出方法について、採択された補助事業者に対し別

途指示を行う。

２－６ 補助事業の開始について

補助事業者は、ＳＩＩから交付決定通知を受けた日以降に発注・契約を行うこと。

なお、発注・契約日より前にコンソーシアム契約を締結すること。コンソーシアム契約の締結を発注・契約日以降

とし、その後コンソーシアム契約が締結されないことにより補助事業の要件を満たす事が出来ない場合は、補助

金が支払われないことがあるので留意すること。

また、原則として３者見積・競争入札によって、相手先を決定すること。３者見積・競争入札は公募開始から交

付決定前の実施も可とする。

※ ３者見積・競争入札を行う場合、以下の点に留意すること。

• 見積仕様書（見積図面）を作成し、書面による見積依頼 （見積依頼する仕様を明確にすること）を行うこと。

• ３者見積・競争入札は、競争関係が成立する依頼先にて行うこと。

• 見積仕様書において、機種指定・発注先指定等は行わないこと。

• ３者見積を行う場合、見積依頼先の選定の承認に関して、選定理由書を作成すること。 

• 競争入札を行う場合、当該補助事業者の規程に基づいて実施すること。

※ 導入する設備の特性等の理由により３者見積・競争入札の実施が出来ない場合、合理的な理由がある場合

に限り随意契約を認める場合がある。その場合事前にＳＩＩに相談し指示を仰ぐこと。 

補助対象外部分の工事等に関する発注・契約が発生し、一括で契約する場合においても、それぞれの実施

内容及び金額等が明確に確認できるようにすること（補助対象経費に関する発注・契約及び支払い等が明確に

判別出来ない場合、補助金が支払われないことがある）。

当該年度に実施された設計、設備購入、工事、人件費等については、当該年度中（補助事業実績報告書提

出の前まで）に対価の支払い及び精算を完了すること。

複数年度事業を一括で契約せざるを得ない場合は、発注・契約についても年度毎の実施内容及び金額等が

確認できる形態にすること。

２－７ 補助事業の計画変更について

補助事業者は、交付申請時の内容の変更、補助事業に要する経費の配分額の変更又は補助事業の中止・

廃止等をしようとするときは、ＳＩＩが軽微と判断するものを除いて、原則、所定の様式を用いて申請し、事前に承

認を受ける必要がある（ＳＩＩの承認を受けずに変更、中止、廃止等を行った場合は、補助金が支払われないこと

がある）。

なお、補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合で、各配分額のいずれか低い額の

１０％以内で変更する場合は、ＳＩＩの承認を受ける必要はない。

※ 何らかの理由により補助対象経費が増額となる事態が発生しても、交付決定金額の増額は原則認めない。

２－８ 中間検査

ＳＩＩは、事業期間中に必要に応じて中間検査（現地調査を含む）を行うことがある。補助事業者はＳＩＩの指示に

従い、対応すること。
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２－９ 補助事業の完了について

補助事業は、コンソーシアムの契約締結完了（複数年度事業の場合、原則初年度で契約締結が必要）、補

助対象設備の設置工事完了、マイクログリッド全体の試運転完了（解列点は必ずしも開放しなくて良い）、補

助対象経費に係る検収完了、補助対象経費の全額支出完了、マイクログリッドの構築完了（マイクログリッドの

運用が可能な状態であること）をもって事業の完了とする。

また、補助事業者から工事請負業者等への代金支払方法は、原則、検収翌月までに現金払い（金融機関

による振込）で行うこと。クレジット契約、割賦契約、手形、相殺等による支払は認めない｡

なお、事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかにＳＩＩに連絡すること。

２－１０ 実績報告及び額の確定について

補助事業者は、補助事業が完了した場合は、事業完了後３０日以内又は、２０２４年２月２８日（１２：００必着）

のいずれか早い日までに実績報告書をＳＩＩに提出すること。

ＳＩＩは、補助事業者から実績報告書の提出を受けた後、書類の審査及び必要に応じて現地調査（確定検

査）を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助

事業者に通知する（提出された実績報告書に不備や不足がある場合は、補助金が支払われないことがある） 。 

なお、確定検査を行うにあたり、補助事業者が用意する書類は交付決定後に別途伝えるものとする。

また、自社からの調達がある場合は、利益相当分を排除すること。（詳細はＰ．１７【補足④ 利益等排除に

ついて】を参照。）

２－１１ 補助金の支払いについて

補助事業者は、ＳＩＩの確定通知を受けた後に精算払請求書を提出し、その後、補助金の支払いを受けるこ

ととする。

※登録する口座に口座名・種別・口座番号の誤りや、登録時・着金時の間に口座を変更し、事業者事由によ

り補助金振り込みができなかった場合、補助金の支払いを受けられない場合があるので注意すること。 

２－１２ 取得財産等の管理等について

補助事業者は、補助事業の実施により取得した財産等（取得財産等）について、補助事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理し、特に保守については、その実施内容、体制等を充分整備し、故障

等による設備利用率の低下を最小限にするなど、補助金の交付の目的に従って、その効率的、効果的運用

を図る必要がある。補助事業者又はコンソーシアム所属者の責に帰すべき事由により、災害等による大規模

停電時等に補助対象設備を効果的に活用できなかった場合、支払済みの補助金が返還となる場合がある。

また、取得財産等の管理にあたっては、取得財産等管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておく

とともに、処分制限期間内に取得財産等を処分（補助金の交付の目的（補助金交付申請書に記載された補

助事業の目的及び内容）に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。）しようと

する時は、あらかじめＳＩＩの承認を受ける必要がある。

※ 処分制限期間とは、導入した機器等の耐用年数期間をいう。

※ 耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 （昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）」に

  準ずる。
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2.事業の実施

２－１３ 災害対応訓練について

補助事業者は、マイクログリッドの構築完了後１年以内において、災害等による大規模停電時の電力供給

手順の確認等を含む災害対応訓練を実施しなければならない。

実施時期、訓練内容については交付申請時に提出した計画内容通り実施することとし、万が一実施時期や

訓練内容等に変更が生じた場合、事前にＳＩＩの承認を受けなければならない。

補助事業の完了年度の翌年から５年間は、最低１年に１回以上の災害対応訓練を実施すること。

２－１４ 利用状況等の報告について

（１）災害対応訓練等の報告

補助事業者はマイクログリッドの構築完了後１年以内に実施報告内容を取りまとめ、ＳＩＩに報告を行わなけ

ればならない。報告方法等については別途ＳＩＩより指示を行う。

また、補助事業者は、補助事業により設置した補助対象設備及びマイクログリッドの状況等の報告を、国又

はＳＩＩの求めに応じて行わなければならない。報告内容・時期等については、国又はＳＩＩが必要に応じて別途

連絡を行う。

（２）災害等による大規模停電時の報告

補助事業者は、災害等による大規模停電が発生した際は、マイクログリッドの活用状況等の報告を追って行

わなければならない。報告先は国とＳＩＩのいずれか、又はその両方とし、報告内容・報告時期等について別途

連絡を行う。

※国又はＳＩＩに提出された申請や報告の情報は、事前告知を行わず、国又はＳＩＩから公表される場合がある。
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２－１５ 罰則・加算金等について

補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金適正化法、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付した条件などに違反する行為が

なされた場合は、以下の措置が講じられる場合があることに留意すること。

• 交付決定の取消し、補助金の返還及び加算金や延滞金の納付。

• 補助金適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則。

• ＳＩＩから新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ること。

• 補助事業者等の名称及び不正内容の公表。

２－１６ 暴力団排除について

（１） 暴力団排除に関する下記①～④に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金

の交付対象とはならない。

（２） 補助事業者は、補助金の交付の申請をするにあたって、また、補助事業の実施期間内及び完了後にお

いては、下記①～④のいずれにも該当しないことを補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付

申請書の提出をもって誓約したものとする。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、補助事業者が不利益を被ることとなっても、異

議は一切申し受けない。

（３） 遵守事項に違反した場合は交付決定の取消しなどの措置が執られることになる。

（４） 補助事業者の役員等の名簿について交付申請書の添付書類として提出すること。

① 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法
人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理
事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号
に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有し
ているとき
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３-１ 審査方法

ＳＩＩは補助金交付申請書に記載された事業内容等について申請者にヒアリングを行い、交付要件等の審査

を行った後、外部有識者による審査委員会の結果を踏まえ採択者を決定する。

なお、採択は予算の範囲内で行うため、要件を満たしている場合であっても不採択となることがある。

３-２ 審査項目

（１）要件審査

「要件審査」において以下の項目を確認し、ひとつでも要件を満たさない場合は不採択となる。

• 補助事業者及び補助事業の内容が「マイクログリッド構築事業 要件審査項目表」に記載する

要件を満たしていること。

• 補助事業者が事業を行うための事業基盤（直近３期分の財務状況を勘案）を有していること。

マイクログリッド構築事業 要件審査項目表

※安全面の書類に関しては経済産業省資源エネルギー庁へ照会をかける

※採択しない事例

• 事業実施場所における地元調整や許認可の取得がされていない又は見込みが示されていない場合

• 設備導入のための資金計画に妥当性が認められない場合

• 事業に必要な機器・システム類の仕様が定まっていない場合

（例：基本設計や容量計算がされていない等）

• 一般送配電事業者との個別協議の進捗に問題があると見込まれる場合

• 当該コミュニティ地域の地方公共団体の関与が不確実な場合

• その他事業計画に不明確や不確定な要素が盛り込まれている場合

• 導入設備の性能が実証されていない場合（技術が開発段階又は実証試験中の場合等）

審査項目 小項目 評価基準

１．補助事業 （１）マイクログリッド内容
公募要領等の要件に該当する事業内容であ
ること

２．補助事業者 （２）補助事業者の要件
公募要領等の要件に該当する申請者であるこ
と

３．補助対象設備 （３）補助対象設備の要件
補助対象設備の仕様が公募要領等の要件を
満たしていること

４．補助対象経費

（４）価格の妥当性
補助対象経費の価格が妥当であり、補助対象
外の経費が含まれていないこと

（５）資金計画
補助対象経費について、資金調達計画に無
理がないこと

５．補助事業計画

（６）公衆安全の確保
保安・事故検知設備の設置と、連絡体制が適
切であること

（７）事業実施の前提となる事項、及び
実施上問題となる事項

一般送配電事業者とのマイクログリッド構築に
係る協議やその他事項について、補助事業の
実施及び災害等による大規模停電時のマイク
ログリッド運用に問題が無いこと

（８）設備の保守管理計画
保守管理が適切であり、補助対象設備等の効
果的活用を行う見込みであること

（９）事業実施体制
コンソーシアム各社及び各担当の役割が明確
かつ適切であること

（１０）スケジュール
事業スケジュールは物理的に無理がなく、補
助事業期間内に終了すること
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（２）採点審査

「採点審査」は、 （１） の審査を行った後、要件審査の要件を満たした事業について、「マイクログリッド構

築事業 採点審査項目表」に基づき、総合的に審査を行う。

採点審査項目 評価基準

①政策評点

１．系統線の活用 系統線の活用度

２．地域特性を反映した
エネルギーの活用

地域特性を反映した再生可能エネルギーを活用している

３．地域の活性化 マイクログリッドが地域に根ざした構想である

４．供給先の公共性 マイクログリッドから電力が供給される施設の公共性の高さ

５．マイクログリッド
供給範囲

マイクログリッドから電力が供給される規模の大きさ

６．規模に応じた持続性 マイクログリッドの構築規模に対する供給時間の妥当性

７．平常時での需給管理
平常時における需給状況の監視データや需給調整シミュレーショ
ン等の計画

８．平常時での活用 平常時における補助対象設備の活用度

９．マイクログリッドの
継続性

地域の理解と支持や、補助事業による費用対効果と、マイクログリッ
ド構築に係る投資回収方法が優れている

１０．配電事業への
参入実現性

当該マイクログリッド範囲を含む配電事業への参入計画の具体性と、
事業採算性の検討が合理的な範囲で行われているか

１１．関連事業との連携
他省庁を含む補助事業等において、補助金の交付または認定等
を受けている（※１）

②技術等評点

・構築コストの適切性
・需給調整の工夫
・具体性及び実現性
・一般送配電事業者との協議状況
・安全面の担保
・災害等による大規模停電時での実効性

マイクログリッド構築事業 採点審査項目表

※ 採択しない事例

・採点審査項目の評点合計が低い場合

※１ 以下に該当する事業等で補助金を交付、もしくは認定、登録等された事業は、内容を考慮し、加

点評価を行う

・分散型エネルギーインフラプロジェクト（総務省）

・地域再生制度において認定された地域再生計画（内閣官房、内閣府）

・パートナーシップ構築宣言（経済産業省）

・地域脱炭素先行地域（環境省）

・平成３０年度 補正予算災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための

蓄電池等補助金（地域マイクログリッド構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業） 

・令和２年度地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業費補助金（地域マイクログリッド

構築支援事業のうち、マスタープラン作成事業）

・令和３年度～令和４年度 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金（地域マ

イクログリッド構築支援事業のうち、導入プラン作成事業）
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４－１ 提出期限

申請書類（Excel書式等）の電子データをjGrantsに添付して申請を行い、かつ申請書類を印刷した後、ファイ

リングした申請書類一式（Ｐ．３１～３２【４－３ 提出書類一覧】を参照。）を以下の受付期間中に到着するよう郵

送すること。なお申請書類は返却しない為、必ず冊子を手元に控えておくこと。

≪受付期間≫

公募期間：２０２３年５月８日（月）～ ２０２３年７月１４日（金） １２：００ 必着

・１次締切：２０２３年５月３１日（水） １２：００必着

・２次締切：２０２３年７月１４日（金） １２：００必着

※ ｊGrantsでの申請と、申請書類の郵送のいずれかが欠けている場合、原則申請は受け付けない。

※ 申請書類は、配送事故に備え、配送状況が確認できる手段で郵送すること（直接、持ち込みは不可）。

※ 郵送宛先には当団体の略称「ＳＩＩ」は使用しないこと。

※ 申請書類は原則返却をしないが、誤って送付された証憑等、返却が必要な場合は着払いにて申請者

に返却する。

４－２ 申請の流れ

交付申請書類は、申請書類（Excel書式等）及び自由書式を使って作成する。

jGrantsへの申請書類（Excel書式等）の添付、及び必要事項の入力も必ず行うこと。

申請の流れは以下手順を参照のこと。

交付規程・公募要領の確認

事業計画の立案

交付申請書類の作成

jGrantsの申請と書類の郵送

✓ 交付規程・公募要領の内容を確認。
※ 各種補足資料（ＳＩＩホームページに掲載）も併せて確認のこと。

gBizIDプライムアカウント登録

jGrantsに入力

✓ Ｐ．３１～３２「４－３ 提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリ
ングしてＳＩＩに郵送。

✓ 指定様式に必要事項を入力し、自由書式及び添付書類を取り
揃える。
※ 提出書類に不備・不足がある場合は、審査の対象外となり得

るので留意すること。

✓ ＳＩＩホームページより実施計画書等の様式をダウンロードし、実
施事業の計画を立案。

✓ gBizIDのWebサイト（https://gbiz-id.go.jp/top/index.html ）にて
gBizIDプライムアカウントを登録すること。

✓ gBizIDプライムアカウントまたは当該アカウントに紐づくメンバー
アカウントを用いてjGrants（ https://www.jgrants-portal.go.jp/ ）
にログインする。

✓ 申請書類（Excel書式等）の電子データをjGrantsに添付し、必要
事項をすべて入力のうえで、申請する。
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４－３ 提出書類一覧
※ ○：提出必須 △：必要な場合のみ

書類
区分

No 書類名
指定書
式有無

提出
有無（※）

書類の内容

- - 申請概要書 〇 〇 申請概要の書式

交付
申請書

1

補助金交付申請書（様式第１）

〇

〇

補助事業に要する経費、補助対象経費及び
補助金の配分額（別紙1）

〇

補助事業に要する経費の
配分四半期別発生予定額（別紙2）

〇

役員名簿（別紙３） ○

実施体制図（別紙４） 〇

実施
計画書

2-1 導入事業経費の配分 〇 〇 経費配分詳細

2-2 参考見積書 無 〇
自由フォーマットの参考見積
（2-1の審査における根拠資料）
※一般的に発注予定社フォーマットの見積

2-3
補助事業に要する経費及び、
その調達方法

〇 〇 費用調達情報及び担保の確認

2-4 補助対象設備の機器リスト 〇 〇
導入する補助対象設備及び
その付帯設備の一覧

2-5 主要設備の仕様書又はカタログ・パンフレット等 無 〇 主要設備のスペック資料

2-6 システムフロー図 無 〇

2-7 機器配置図 無 〇 2-6との整合性を審査

2-8 単線結線図 無 〇 2-6との整合性を審査

2-9 マイクログリッド構築概要資料 〇 〇
構築するマイクログリッドの構築内容について
の詳細資料

2-10 安全対策に係る書類 〇 〇
マイクログリッドの切替・切戻し手順や、運用時
における安全対策が分かる資料

2-11 コンソーシアム契約書（案） 無 〇 コンソーシアムで取り交わされる契約書類の案

2-12 地方公共団体が確実に関与することの証明書類 無 〇 地方公共団体の首長押印書類

2-13 主要設備の詳細 〇 〇
再生可能エネルギー発電設備、蓄電システム
の種別、規模、ＦＩＴ・ＦＩＰ認定内容等の詳細

2-14
マイクログリッドに供給される出力及び電力量の根拠書
類

〇 〇 供給電力に係る根拠資料

2-15
マイクログリッドで必要とされる出力及び電力量の根拠書
類

〇 〇 必要電力に係る根拠資料

2-16 災害対応訓練予定実施概要 無 〇 災害対応訓練の実施概要

2-17 事業実施に関連する事項 〇 〇
地元調整や一般送配電事業者との協議状況な
ど、事業実施に影響がある要素を記載

2-18 事業実施体制 〇 〇
（事業実施において複数社が関係している場
合の）会社間の関係や担当者情報

2-19 事業実施予定スケジュール 〇 〇 補助事業のスケジュール

2-20 工程表 無 〇
2-19の審査における
全体スケジュールの根拠資料

2-21 バイオマス関連書類 無 △
バイオマス発電設備を導入する場合の詳細資
料
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４－３ 提出書類一覧
○：提出必須 △：必要な場合のみ

書類
区分

No 書類名 様式
提出
有無

書類の内容

添付
資料

3 会社・団体概要 無 〇 パンフレット等

4 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）の写し 無 〇 直近3期分

5 登記簿（履歴事項全部証明書）の写し 無 〇 実在証明

6
電力会社との契約書（案）又は個別協議状況を証明す
る書類

無 〇

7 補助対象設備の設置許可を証明する書類 無 〇

8 固定価格買取制度における認定通知書の写し 無 △ 【ＦＩＴ・ＦＩＰ認定設備の場合のみ】

9 金融機関から確実に融資されていることが判る書類 無 △ 銀行等とのやり取りの確認

10 主たる出資者等による補助事業の履行に係る確約書 無 △ 【特別目的会社が申請する場合のみ】

11 リース契約書及びリース計算書の写し 無 △ 【リースの場合のみ】

12 既存設備の固定資産台帳の写し 無 △ 【既存設備を改造する場合のみ】

13 交付決定通知・額の確定通知・認定計画書等 無 △
・交付決定通知と補助金額の確定通知、

または認定書
・事業の内容が分かる説明資料

14 その他 無 △ 【必要に応じて提出】
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・ 申請書類はＡ４ファイル（２穴、パイプ式ファイル）に綴じること。

・ 表紙及び背表紙に「補助金名」、「補助事業名」及び「申請者名」を記載すること。

・ ファイルは、書類が増える可能性も踏まえ、中身の書類に応じた厚さであること。

※ 紙製の薄いファイルは使用不可。

・ 全ての書類は穴を開け、直接ファイリングすること。（クリアフォルダには入れない。）

・ 書類の左に十分な余白をとり、記載部分に穴がかからないようにすること。 ※  袋とじは不可。

・ Excel書式（ＳＩＩ指定書式）については、Ａ４サイズ（片面印刷）にて出力すること。

・ 書類は、ホチキス止めを行わないこと。

・ 「提出書類一覧」に示す各書類の最初には、「No.」及び「提出書類名称」を記載したインデックス付の

仕切り紙を挿入すること。 （申請書類自体にはインデックスをつけない。）

・ ２冊の冊子を作成し、１冊をＳＩＩへ提出し、もう１冊は必ず申請者が保管すること。

【ファイル作成時の注意事項】

「提出書類一覧」に示す
各書類の最初に仕切り紙を入
れてください。

仕切り紙にはインデックスを付し、
インデックスには
「No.」「提出書類名称」を記載して
ください。

補
助
事
業
名
・・・・・・・・・・
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表紙及び背表紙に
「補助金名」、「補助事業名」及び
「申請者名」を記載してください。

５ｃｍ程度の余白を設け
てください。
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４－４ 提出先

＜書類提出先＞

＜お問い合わせ先＞

※ 上記をカラーコピーして、宛先として使用することも可。

※ 郵送時は、必ず赤字で「令和５年度 地域独立系統構築支援事業 交付申請書在中｣と記入のこと。

〒１０４-００６１

東京都中央区銀座２－１６－７ 恒産第３ビル５階

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

事業第３部

令和５年度 地域独立系統構築支援事業 交付申請書在中

公募に関するお問い合わせ、申請方法等の相談・連絡

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

事業第３部

地域独立系統構築支援事業 担当

ＴＥＬ：０３-３５４４-６１２５

https://sii.or.jp/chiikidokuritsukeito05/

電話受付時間 平日の１０：００～１２：００、１３：００～１７：００

※ 通話料がかかりますので、ご注意ください。

gBiz IDに関するお問い合わせ

https://gbiz-id.go.jp/top/

jGrantsのシステム仕様に関するお問い合わせ

※補助金の申請内容に関する問い合わせは上記ＳＩＩまでご連絡ください。

https://www.jgrants-portal.go.jp/

https://sii.or.jp/chiikidokuritsukeito05/
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系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業交付規程 

 

制  定 ２０２３年４月●日 

ＳＩＩ－ＢＶＣ２３０－００－●●●●●●－● 

 

（目的） 

第１条 この規程は、系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費交

付要綱（２０２３０２１６財資第３号。以下「交付要綱」という。）第２４条第１項の規定に基づ

き、一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）が行う系統用蓄電池等導入・

配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付手

続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 ＳＩＩが行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号）及び交付要綱並びにその他の法令に定めるところによるほか、この規程に定めるところ

による。 

 

（交付の対象） 

第３条 ＳＩＩは、補助事業者が行う再生可能エネルギーの出力変動に対応する系統用蓄電システム

や水電解装置の導入（以下「系統用蓄電池等導入支援」）及びそれらを活用した系統増強等の対策

に資する実証・事前検討（以下「系統用蓄電池等実証支援」）の実施や、配電事業等の構築に必要

な蓄電池やエネルギーマネジメントシステム等のリソースの導入（以下「配電事業等の構築支援」）

及び配電事業等への参入検討を行う上で必要な計画策定（以下「配電事業等の計画策定支援」）の

実施に要する経費の一部を補助する事業（以下「補助事業」という。）を行おうとする者（以下「補

助事業者」という。）に対し、補助事業の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象としてＳＩ

Ｉが認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付するも

のとする。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が

行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。  

２ 補助対象経費の区分は、別表のとおりとする。 

 

（補助率） 

第４条 補助事業に係る補助率は、別表のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１による交付申

請書にＳＩＩが定める書類を添付して、ＳＩＩが別に定める時期までに提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額

の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して

交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないもの

については、この限りでない。 

  

（電子申請等） 

第６条 申請者及び補助事業者は、前項第１項の規定に基づく交付申請、第９条の規定に基づく交付申

請取下げ届出、第１１条第１項の規定に基づく補助事業計画変更承認申請、第１３条の規定に基づ

く補助事業事故報告、第１４条の規定に基づく補助事業実施状況報告、第１５条第１項若しくは第

２項の規定に基づく補助事業実績報告書及び補助事業年度末実績報告、第１６条の規定に基づく補

助事業承継承認申請、第１７条第５項の規定に基づく返還報告（確定に係るもの）、第１８条第２

項の規定に基づく精算（概算）払請求、第２０条第６項の規定に基づく返還報告（取消しに係るも

の）、第２３条第２項の規定に基づく取得財産等管理明細表の作成、第２４条第３項の規定に基づ

く補助事業財産処分承認申請については、原則、電子情報処理組織を使用する方法（適正化法第２

６条の３第１項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。）により行わなければならない。 

２ ＳＩＩは、第７条の規定に基づく交付決定通知、第１１条第２項の規定に基づく計画変更承認通

知、第１３条の規定に基づく事故報告に対する指示、第１４条の規定に基づく状況の報告に対する要

求、第１６条の規定に基づく承継承認通知、第１７条第１項の規定に基づく補助金の額の確定通 

知、同条第４項の規定に基づく補助金の返還通知、第２０条第３項の規定に基づく交付申請の取消し

若しくは変更の通知、同条第４項の規定に基づく返還通知、第２４条第３項の規定に基づく財産処

分承認について、当該通知等を電磁的方法により行うことができる。 

 

（交付の決定） 

第７条 ＳＩＩは、第５条の規定による交付申請書の提出があった場合には、当該申請に係る書類の

審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助

金の交付の決定を行い、様式第２による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

この場合において、ＳＩＩは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の申請

に係る事項につき修正を加えて交付決定を行うことができるものとする。 

２ ＳＩＩは、前項の通知に際して必要な条件を付すことができるものとする。  

３ ＳＩＩは、補助金の交付が適当でないと認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知する

ものとする。 

 

（交付の条件） 

第８条 ＳＩＩは、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するもの

とする。 

（１） 補助事業者は、法令、本規程、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善

良なる管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。 

（２） 補助事業者は、第９条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取下げをしようとすると

きは、ＳＩＩに報告すべきこと。 

（３） 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、第１０条

に従うべきこと。 

（４） 補助事業者は、第１１条第１項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめＳＩＩの承認

を受けるべきこと。 

（５） 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合においては、第１３条の規定に基づき速やかにＳＩＩに報告

し、その指示を受けるべきこと。  

（６） 補助事業者は、ＳＩＩが補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の  

実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、ＳＩＩの指

示に従うべきこと。 

（７） 補助事業者は、ＳＩＩが第１７条第３項の規定による補助金の返還を請求したときは、ＳＩ

Ｉが指定する期日までに返還すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかった

ときは、第１７条第６項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。 

（８） 補助事業者は、ＳＩＩが第２０条第１項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消したときは、これに従うべきこと。 

（９） 補助事業者は、ＳＩＩが第２０条第４項の規定による補助金の全部又は一部の返還を請求し

たときは、ＳＩＩが指定する期日までに返還するとともに、第２０条第５項の規定に基づき加

算金を併せて納付すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第

２０条第６項において準用する第１７条第６項の規定に基づく延滞金を納付すべきこと。 

（１０） 補助事業者は、ＳＩＩが補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現

地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずべきこと。   

（１１） 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備

え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反

して使用、売却、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保等に供することをいう。）しようと

するときは、あらかじめＳＩＩの承認を受けるべきこと。 

（１２） 補助事業者は、第２３条第３項及び第２４条第４項の規定に基づく取得財産等の処分によ

り収入が生じたときは、ＳＩＩの請求に応じ、その収入の全部又は一部（消費税及び地方消費

税相当額を除く。）を納付すべきこと。 

（１３） 補助事業者は、補助事業終了後、ＳＩＩの指示に従い、補助事業の効果等を報告すべきこ

と。 

（１４） 別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に

対しては、本補助金の交付対象とはせず、補助事業者が誓約事項に違反した場合は、交付決定

の全部若しくは一部を取り消すものとする。 

（１５） 補助事業者が、地方公共団体又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行

令（平成１３年政令第３４号）第１条に規定する法人であり、当該補助事業等の実施に当たり、公共

工事の品質確保の促進に関する法律第２条に規定する公共工事が発注される場合には、公共  

系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業交付規程 

 

制  定 ２０２３年４月●日 

ＳＩＩ－ＢＶＣ２３０－００－●●●●●●－● 

 

（目的） 

第１条 この規程は、系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費交

付要綱（２０２３０２１６財資第３号。以下「交付要綱」という。）第２４条第１項の規定に基づ

き、一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）が行う系統用蓄電池等導入・

配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付手

続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 ＳＩＩが行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号）及び交付要綱並びにその他の法令に定めるところによるほか、この規程に定めるところ

による。 

 

（交付の対象） 

第３条 ＳＩＩは、補助事業者が行う再生可能エネルギーの出力変動に対応する系統用蓄電システム

や水電解装置の導入（以下「系統用蓄電池等導入支援」）及びそれらを活用した系統増強等の対策

に資する実証・事前検討（以下「系統用蓄電池等実証支援」）の実施や、配電事業等の構築に必要

な蓄電池やエネルギーマネジメントシステム等のリソースの導入（以下「配電事業等の構築支援」）

及び配電事業等への参入検討を行う上で必要な計画策定（以下「配電事業等の計画策定支援」）の

実施に要する経費の一部を補助する事業（以下「補助事業」という。）を行おうとする者（以下「補

助事業者」という。）に対し、補助事業の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象としてＳＩ

Ｉが認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付するも

のとする。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が

行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。  



工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年３月３１日法律第１８号）にのっとり、経済性に

配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、

工事の品質を確保するよう留意すること。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 第７条第１項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金

の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、当該申請を取り下げようとする

ときは、当該通知を受けた日から１０日以内に、様式第３による交付申請取下げ届出書をＳＩＩに

提出しなければならない。 

 

（契約等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の

競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不

適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。  

２ 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託（請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。）

し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、ＳＩＩに届け出

なければならない。 

３ 補助事業者は、前２項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要

な調査に協力を求めるための措置をとることとする。 

４ 補助事業者は、第１項又は第２項の契約（契約金額１００万円未満のものを除く）に当たり、経

済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方と

してはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不

適当である場合は、ＳＩＩの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。 

５ ＳＩＩは、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は

指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求

めることができるものとし、補助事業者はＳＩＩから求めがあった場合はその求めに応じなければ

ならない。 

６ 前５項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施

する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとす  

る。 

 

（計画変更の承認等） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第４による補助事

業計画変更承認申請書をＳＩＩに提出し、その承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。  

（ア） 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、よ

り能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。  

（イ） 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。  

（２） 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のい

ずれか低い額の１０パーセント以内の範囲内で変更する場合を除く。 

（３） 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

（４） 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ ＳＩＩは、前項に基づく補助事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申

請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知

するものとする。 

３ ＳＩＩは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付

することができる。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１２条 補助事業者は、第７条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部

をＳＩＩの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、

資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社又

は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対し

て債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ ＳＩＩが第１７条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて

債権の譲渡を行い、補助事業者がＳＩＩに対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動

産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下

「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、 

ＳＩＩは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものと

する。また、補助事業者から債権を譲り受けた者がＳＩＩに対し、債権譲渡特例法第４条第２項に

規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行

う場合についても同様とする。 

（１） ＳＩＩは、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、

又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（２） 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又これへの

質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

（３） ＳＩＩは、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額そ

の他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立て

ず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応につい

ては、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこ

と。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、ＳＩＩが

行う弁済の効力は、ＳＩＩが支出の通知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（事故の報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに様式第５による補助事業事故報告書をＳＩＩに提出

し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況の報告） 

第１４条 補助事業者は、ＳＩＩが特に必要と認めて要求したときは、様式第６による補助事業実施

状況報告書をＳＩＩが要求する期日までに提出しなければならない。 

 

（実績の報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第１１条第１項第４号の規定に基づく補助事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）は、完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合は、その承認の通知を受けた日）から起算して３０日以内又はＳＩＩが定めた日のいずれ 

か早い日までに、様式第７による補助事業実績報告書をＳＩＩに提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業がＳＩＩの会計年度内に終了しなかったときは、翌年度の４月１０日ま

でに、様式第８による補助事業年度末実績報告書をＳＩＩに提出しなければならない。 

３  補助事業者は、第１項又は第２項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する

場合には、あらかじめＳＩＩの承認を受けなければならない。 

４ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。  

 

（補助事業の承継） 

第１６条 ＳＩＩは、補助事業者について相続、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変

更される場合において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようと

するときは、様式第９による補助事業承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その者

が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１７条 ＳＩＩは、第１５条第１項の補助事業実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決

定の内容（第１１条第１項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するもの

とする。 

２ 前項の補助金の額の確定は、配分された補助対象経費の区分ごとの実支出額に補助率を乗じて得

た額と、対応する区分ごとに交付決定された補助金の額（変更された場合は、変更された額とする。）

とのいずれか低い額の合計額とする。 

３ ＳＩＩは、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が支払われているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を請求するものとす

る。 

４ ＳＩＩは、前項に基づき補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに

補助事業者に通知するものとする。 

（１） 返還すべき補助金の額 
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（２） 延滞金に関する事項 

（３） 納期日 

５ ＳＩＩは、補助事業者が第３項の規定による請求を受け、当該補助金を返還したときは、様式第

１０による返還報告書（確定に係るもの）にて報告させるものとする。 

６ ＳＩＩは、補助事業者が、返還すべき補助金を第４項第３号に規定する納期日までに納付しなか

ったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年利１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

７ ＳＩＩは、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、第１項に基づく現地調査等

のほか、補助事業者の事業に係る取引先（請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む）

に対して、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を

講じるものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１８条 ＳＩＩは、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払う

ものとする。ただし、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。  

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第１１による精算

（概算）払請求書をＳＩＩに提出しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１９条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

等仕入控除税額が確定した場合には、様式第１２による消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴

う報告書を本事業体に報告しなければならない。 

２ 本事業体は、前項の報告書の提出があった場合には、期限を付して、当該消費税等仕入控除税額

の全部又は一部の返還を請求するものとする。 

３ 第２０条第４項から第６項の規定は、前項の返還の規定について準用する。  

  

（交付決定の取消し等） 

第２０条 ＳＩＩは、第１１条第１項第４号の規定による申請があった場合又は次の各号のいずれか

に該当すると認められる場合には、第７条第１項の規定による補助金の交付の決定の全部若しくは 

一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。  

（１） 補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくＳＩＩの処分若しくは指示に

違反した場合。 

（２） 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。 

（３） 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。 

（４） 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又

は一部を継続する必要がなくなった場合。 

（５） 補助事業者が、別紙 暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。 

２ 前項の規定は、第１７条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとす

る。 

３ ＳＩＩは、第１項に基づく取消し又は変更をしたときは、速やかに補助事業者に通知するものと

する。 

４ ＳＩＩは、第１項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものと

する。 

５ ＳＩＩは、前項の返還を請求する場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、当該補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については、既納付額を控除した額）につき年利１０．９５パーセントの割合で計算した加算

金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。  

６ 第１７条第４項から第６項までの規定は、第４項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に

基づく加算金の納付の場合について準用する。この場合において、第１７条第５項中「様式第１０

による返還報告書（確定に係るもの）」とあるのは、「様式第１２による返還報告書（取消しに係

るもの）」と読み替えるものとする。 

 

（加算金の計算） 

第２１条 ＳＩＩは、補助金の支払を２回以上に分けて受けている場合においては、返還を請求した

額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領

した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日に

おいて受領したものとして年利１０．９５パーセントの割合で計算した当該返還に係る加算金 

を徴収するものとする。 

２ ＳＩＩは、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金

の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。  

 

（延滞金の計算） 

第２２条 ＳＩＩは、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納

付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以

後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。 

２ 前条第２項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。  

（取得財産等の管理等） 

第２３条 補助事業者は、取得財産等（補助対象経費により取得、又は効用の増加した財産）につい

ては、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に

従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、様式第１３による取得財産等管理台帳を備え、管理すると

ともに、当該年度に取得財産等があるときは、様式第１４による取得財産等明細表を第１５条第１

項に定める補助事業実績報告書に添付して提出するものとする。 

３  ＳＩＩは、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認め

られるときは、その収入の全部又は一部をＳＩＩに納付させることができるものとする。 

（取得財産等の処分の制限） 

第２４条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円

以上の機械、器具及びその他の財産とする。 

２ 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に定められた期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処

分しようとするときは、あらかじめ様式第１５による補助事業財産処分承認申請書をＳＩＩに提出

して承認を受けなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。  

（補助事業の経理等） 

第２５条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及

びすべての証拠書類を整備し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の中止若しくは廃

止の承認があった日の属する年度の終了後５年間、ＳＩＩの要求があったときは、いつでも閲覧に

供せるよう保存しておかなければならない。 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２６条 申請者は、別紙 暴力団排除に関する誓約事項の 記に記載されている事項について補助

金交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

（別表）補助対象経費の区分 

※消費税及び地方消費税は補助対象外 

（その他必要な事項） 

第２７条 ＳＩＩは、補助事業の実施に当たって、補助事業者から提出され、または知り得た営業

秘密について、他用途転用の禁止等の営業秘密を管理する責務を負うことを定める。この場合、

当該業務に従事する職員及びＳＩＩが業務契約等を締結するすべての者（第三者委員会の委員等

を含む）に対して守秘義務・情報漏洩に対する契約を締結することを定める。 

２ この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、ＳＩＩが別にこれを定める。 

５.交付規程（抜粋）



６.個人情報の取扱いについて



【個人情報の取扱いについて】

（１）個人情報の取得について
SIIは本事業の実施のため、以下「（２）」に記載する情報を取得します。これらの取得した情報を、「（３）」に記載
する利用目的で利用し、「（５）」に記載する範囲・目的で提供することに、申請者は同意するものとします。

● SIIの個人情報保護方針は以下をご確認ください。
https://sii.or.jp/privacy/

（２）取得する情報
SIIは以下を含む情報を取得します。
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、口座情報等の補助事業者情報
② 地域独立系統の構築に関わるデータ等
③ その他、本事業に必要な情報
なお、申請者等が、 SIIに提供する上記の情報に、申請者等が自ら取得した個人情報が含まれる場合、 SIIへの
提供およびSIIから国等への提供に対して適切な同意を取得するものとします。

（３）利用目的
SIIは「（２）」で取得した情報を以下の目的で利用します。
① 本事業の審査、管理、事業進捗状況の把握等
② 地域独立系統の構築の状況・成果の把握等
③ SIIの各種情報案内、アンケート・調査等の実施
④ その他、本事業の運営に必要な業務

（４）第三者への提供について
SIIは「 （２） 」で取得した情報を、以下の場合および「（５）」へ記載する提供先を除き、第三者への提供を行いま
せん。提供が必要となる場合は、事前に提供先と提供目的、提供する項目などを明示し、ご本人に同意いただ
いたものに限ります。
① 法令により提供を求められた場合
② 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場

合
③ 国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合

（５）本事業における提供先及び提供情報について
本事業では、以下の表に示す提供先、利用目的で取得情報を匿名加工は行わずに※1提供します。各提供先に
本事業で取得した情報を提供する場合は、提供元と提供先で利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか、
利用規約等の明示を行います。
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提供先※2 利用目的 提供情報 提供方法 備考

国

• 本事業の申請状況・効果分
析

• その他、再エネ導入拡大に資
する調査・研究、各種制度設
計の検討等

（2）①②③
メール、Webストレージ
等

一般
• 交付決定事業者名（法人の

み）、交付決定金額の確認
事業者名(法人のみ)、
交付決定金額 等

SII HPへの掲載

※1 氏名、電話番号等の直接的な個人情報を含まない場合でも、1:1で紐づく情報は個人情報として扱う
※2 「（8）」に示す外部委託先は提供先として扱わない

６.個人情報の取扱いについて

https://sii.or.jp/privacy/


（６）匿名加工情報の提供について
本事業では、 SIIのホームページ等で地域独立系統の構築の活用状況・導入効果等の公開を目的として、
「（２）」で取得した情報を、個人が特定できないよう匿名加工を行ったうえで、外部へ提供する場合がありま
す。
提供時には、利用目的を明示し、個人を特定するような行為を行わないことに対して同意を取得します。
SIIの匿名加工情報に関するポリシーに関しては、以下をご確認下さい。
https://sii.or.jp/anonymous_processing/index.html

（７）個人情報提供の任意性
個人情報が提供されない場合、利用目的を遂行できないことがあります。

（8）外部委託
SIIは「 （２） 」で取得した情報を、個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社等へ、利
用目的の達成に必要な範囲で委託することがあります。委託会社等に対しては、適切な管理および保護を
行います。

（9）開示請求等について
SIIは、保有している個人データ、個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は
削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に誠実に対応いたします。手続きは下記の相談窓
口までご連絡ください。ご請求内容を確認のうえ、対応いたします。

＜相談窓口＞
●SII
個人情報取扱管理担当
p-support@sii.or.jp

６.個人情報の取扱いについて
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mailto:p-suppor@sii.or.jp


公募に関するお問い合わせ、申請方法等の相談・連絡

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 事業第３部
地域独立系統構築支援事業 担当

ＴＥＬ：０３-３５４４-６１２５
https://sii.or.jp/chiikidokuritsukeito05/

受付時間は平日の１０：００～１２：００、１３：００～１７：００です。
通話料がかかりますのでご注意ください。

https://sii.or.jp/chiikidokuritsukeito05/
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